
 

 

令和８年６月３日  

 

水林地区の皆様へ 

 

由利森林管理署長  

 

令和８年度松くい虫防除（薬剤散布）の実施について（お知らせ） 

 

 日頃から国有林野事業へのご理解とご協力を賜り感謝申し上げます。 

 さて、今年度も、海岸林を松くい虫被害から守るため、下記のとおり国有林野内での薬

剤散布を実施します。 

秋田県（由利地域振興局）及び由利本荘市と連携し、効率的かつ効果的な防除に努める

こととしておりますので、ご理解とご協力をお願いします。 

  

記 

 

１ 散布方法  地上散布 

 

２ 事業期間  ６月 17日（水） 

散布箇所には事前に散布予定日等の記載された立入禁止の標識を設置します。 

なお、天候等により事業期間を変更する場合があります。 

 

３ 薬剤散布区域  図面のとおり（水林地区） 

民家・畑等から約３０ｍ以内の散布は実施しません。 

 

４ 使用薬剤  エコワン３フロアブル 

 

５ 注意事項 

散布に当たっては安全性が高い薬剤を使用し、十分注意したうえで実施しますが、次

のことについてご協力をお願いします。 

（１）散布当日には、散布区域に立ち入らないようにしてください。 

（２）散布区域の周辺では、散布作業中に飲食物や洗濯物を屋外に出さないようにしてく

ださい。 

（３）薬剤が皮膚に付着した場合には、直ちに石けんでよく洗い落してください。 

 

 

担 当：業務グループ 田中・五十嵐 

ＴＥＬ：0184-22-1076       
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